
(別表１)

同一世帯が条件の人

被扶養者届 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

扶養者現況届 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市区町村発行の所得証明書／非課税証明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲

在学証明書または学生証の(写)【学生の場合】 △ △ △ △ △ △

失業等給付を受給しない人 雇用保険の離職票Ⅰ及びⅡの原本 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

受給期間の延長申請をした人 受給期間延長通知書（原本） △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

失業給付を受給した人 支給終了印のある雇用保険受給資格者証（写） ○ ○ ○ 　 ○ 　 ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ 　

失業給付を受給する人（待機期間中の認定） 待機期間が確認できる雇用保険受給資格者証（原本） ○ ○ ○ 　 ○ 　 ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ 　

雇用保険適用除外者 退職証明書、給与明細書（写）等 ○ ○ ○ 　 ○ 　 ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○

給与明細書（写）／収入見込額証明

社会保険適応外である証明

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・個人事業を廃業した人 個人事業の廃業届出書（写）　 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

・病気などで働けないとき 医師の診断書 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

・出産手当金を受給するとき 支給額を証明するもの △ △ △ △ △ △

・労災保険の休業補償給付を受給中 支払証明書（写） △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

直近６ヶ月の振込依頼書、書留（写）ない場合は

振込の記載された通帳の表と記載箇所の写し

住民票の謄本（世帯全員） ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○

戸籍謄（抄）本（養子縁組届） ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○

外国人登録済証明書（外国人の場合） △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

△ △ △ △ △ △ △ △

障害者手帳（写） △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

医療給付受給者証 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

○

○印：必ず提出 △印：該当する人は添付が必要 ▲印：健康保険組合が必要とした場合添付が必要 注）扶養状況に応じて、追加書類が必要となる場合があります。
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△原則として延長通知書を添付

（出産による退職の場合は離職票
（写）及び母子手帳（写）等があれば
延長通知書（写）は事後提出可）

備　　考

学生以外で、今まで働いたことの
ない人は非課税証明書を添付

○

○

▲養父母、養子の場合は住民票
により同居を確認　　(別居の場合
は認定不可)

経費明細（収支決算書など）を含む「確定申告書」（写）

給与明細書は連続する直近3ヶ月分の写

収入見込額（今後1年間）証明は事業主印が必要

△申請中の場合は年金見込額照会回答票　

▲銀行振込通知書（写）等送金事実
の証拠となる書類（直近6ヶ月）

△
　　遺族年金・障害年金等の非課税分も対象
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同一世帯になくてもよい人

施設入所証明書または契約書の(写)、入所費用の領収書等の(写)

△ △

○ ▲


